
■ 利益相反管理態勢と教育
当社はコンプライアンス統括部を利益相反管理全体統括部署（同部の担当執行役を利益相反管理統
括責任者）とし、対象取引の特定および利益相反管理に関する全社的な態勢を整備・検証しています。

対象取引を特定するにあたっては、「お客さまの利益を最優先に行動しているかどうか」「お客さま
の情報を利用して、不当に利益を得るおそれがあるかどうか」等の視点から取引を検証し、特定・類
型化を行なったうえで管理しています。また、新規業務の開発や法令等改正といった環境の変化に
も的確に対応し、対象取引の特定・類型化を行なっています。

当社の役職員は、お客さまとの取引において、対象取引の類型に該当するおそれがあると判断した
場合は、速やかに各所属の利益相反管理責任者・担当者に報告し、対象取引の内容に応じた管理を
実施しています。各所属での判断が困難な場合には、全体統括部署であるコンプライアンス統括部
に報告し、その指示のもとで適切な管理を実施しています。

■ 機関投資家としての責任の遂行
資産運用部門と営業部門の業務執行を分離するなど、機関投資家としての業務上の地位が営業活
動において不当に利用されないための態勢を構築しています。

投資先企業への議決権行使においては、社外取締役が過半数を占める監査委員会において、議決
権行使結果の検証を行ない、利益相反の防止に努めています。

取引の類型

お客さまの
利益を不当に
害するおそれの
ある取引

お客さま間の利益が相反
する可能性のある取引

主な取引例 管理方法（以下の方法を適切に
組み合わせること等により管理）

地位
濫用型

情報
利用型

上記以外

融資を条件に保険購入や保険契約（引受割合）を維持・増加させる場合、また
は保険購入や保険契約（引受割合）の維持・増加を条件に融資を行なう場合
議決権行使内容の決定を条件に保険購入や保険契約（引受割合）を維持・増
加させる場合、または、営業部門の意向を優先し、保険購入や保険契約
（引受割合）の維持・増加を条件に議決権行使内容を決定する場合

お客さまが上場会社であるＡ社の株式を大量に取引しようとしている事
実を知りながら、当該有価証券の取引を行なう場合

当社が協調融資の幹事を受託しており、かつ相対での貸付を有している
状況で、協調融資に比し、優位な条件で貸付の保全・回収等を行なう場合

敵対的買収等で、買収をしようとしている会社が複数競合している場合
に、競合する複数社に対し、それぞれ買収資金の融資を行なう場合

● 情報隔壁措置
● 一方または双方の取引の中止
● 取引の適切性の検証

● 情報隔壁措置
● 一方または双方の取引の中止
● 情報隔壁措置
● 取引条件・方法の変更
● 一方または双方の取引の中止
● 取引の適切性の検証

● 一方または双方の取引の中止
● 取引の適切性の検証

利益相反の適切な管理を行なうために、グループ利益相反管理基本方針等を定め、お客さまの
利益が不当に害されることのないよう、取引におけるお客さまとの利益相反の可能性について
正確に把握し、適切に管理・対応するよう努めます。
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■ お客さま志向の取組みの評価・処遇への反映
「お客さま志向プログラム」の取組結果を各組織の評価に反映しています。
（「お客さま志向プログラム」については、Ｐ．06、Ｐ．07をご参照ください）

お客さま満足度を支社等の営業拠点の評価に反映しています。なお、2019年度の「お客さま満足
度調査」の結果は、以下の通り、引き続き60％以上の高い水準を維持することができました。

当社では、従業員の評価制度にお客さま志向の取組状況を反映しています。

62.8％お客さま満足度調査結果
（総合満足度） 25,600名営業職員の

FP資格保有者

また、当社では、団体保険や団体年金をご契約いただいている民間企業や官公庁・労働組合等の窓
口ご担当者さまを対象に「法人顧客満足度調査」を実施し、その結果を法人営業担当の教育態勢の
強化や育成プログラムの見直しに反映させています。２０１9年度の総合満足度（当社法人営業に対
する総合的な満足度）について、肯定的な回答（「満足」+「やや満足」）が、民間企業では78.7％、官
公庁・労働組合では84.3%となりました。

総合満足度 うち「満足」 うち「満足」 うち「満足」
営業担当者に
対する満足度

ご加入商品に
対する満足度

満足度 62.8％ 27.1％ 60.1％ 47.2％ 62.7％ 33.2％

役職員（内勤職員）
「お客さま志向・倫理観」を含む「志・姿勢」（マインドセット）や「思考・行動」（発揮能力）を、昇格判定や
職務登用等に反映しています。
ＭＹライフプランアドバイザー（営業職員）
ＭＹライフプランアドバイザー（営業職員）の基本業務にアフターフォローを設定し、その取組状況
やお客さま対応力を評価し、処遇に反映しています。

2019年度「お客さま満足度調査」結果

2019年度「法人顧客満足度調査」結果

※回答は、「満足」「やや満足」「ふつう」「やや
　不満」「不満」の5つの選択肢としており、
　2019年度の回答数は民間企業813団体、
　官公庁・労働組合が293団体でした

総合満足度 うち「満足」
民間企業

官公庁・労働組合
78.7％ 45.3％
84.3％ 49.5％

（2020年3月末時点）

お客さま志向を基軸とした各種取組みを確保するため、組織・個人の業績評価等に取組結果を
反映するとともに、取組内容の進捗状況を確認する指標を設定し、定期的な検証・改善に努めま
す。また、お客さま志向のコンサルティングを行なうために必要な知識・スキルを従業員が習得
できるよう、充実した教育・研修に努めます。



■ 専門的な知識の習得に向けた教育
お客さま一人ひとりに寄り添った「対面のアフターフォロー」を通じた、適切な情報提供や提案活動、またライ
フサイクルやご要望に応じたお手続きのサポートにより、確かな安心をお届けする営業職員の育成に取り組
んでいます。
お客さまから選ばれる人財の育成に向け、社内検定制度として全営業職員に対し、お客さま対応を行なううえ
での基本的な知識やスキルを教育する「全層一律カリキュラム」を実施し、その習得・到達レベルを確認する
ため、すべての営業職員を対象に「お客さま対応品質検定」を毎年実施しています。また、当カリキュラムで
は、全社の教育レベルに格差が生じないよう、備えておくべき知識・スキルを記載した教育冊子の定期提供に
加え、本社から双方向動画通信を活用したダイレクト教育を実施しています。加えて層別研修において資格
ごとに求める知識・スキルを明確化し、資格に応じた教育を実施し、昇格・任用試験で検証を行なっています。

FP資格保有者数
（営業職員）

資格 アドバイザー見習 アドバイザーB アドバイザーA アドバイザーS 上席マスター等マスターI 支部マネジャー
育成主任

全層研修

層別研修

さらに、より充実したアフターフォローや高度なコンサルティング
をお客さまに提供するために、国家資格である「ファイナンシャ
ル・プランニング技能士」の資格取得を推進し、生命保険の知識
だけでなく、金融商品知識や社会保障・税務知識等も備えた営業
職員の育成に力を入れています。なお、2019年度末時点で
25,600名の営業職員がFP資格を保有しています。
2019年度から本格スタートした「みんなの健活プロジェクト」に
おいて、お客さまの健康づくりに寄り添い、応援していくため、健
康に必要な一定の知識を身に付ける「健活サポーター認定プロ
グラム」（（一財）明治安田健康開発財団 認定）にすべての営業職
員が取り組んでいます。

全層一律カリキュラム 指導力強化
カリキュラム

指導者検定

スタートアップ
カリキュラム

アドバイザーB
昇格試験

育成カリキュラム

アドバイザーA
昇格試験

アドバイザーS
昇格試験

育成主任
任用試験

マスターアドバイザー
昇格試験

2017年度末2015年度末 2019年度末

21,917名
24,619名 25,600名

教育・研修体系図

20,000

10,000

（人）

※年度末資格保有者数は、ファイナンシャル・
プランニング技能士資格保有者数（CFP・
AFP資格保有者数含む）です
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苦情受付状況、保険金・給付金のお支払状況等

資料編
D O C U M E N T

● 苦情受付状況

● 保険金・給付金のお支払状況

● 死亡保険金・入院給付金等のお支払結果に関するご相談窓口

● 支払相談室へのお申し出状況

● 不服申立制度のご利用状況

● お客さま満足度、企業好感度、従業員意識に関する各調査の実施要領

● 2019年度 消費者志向自主宣言・フォローアップ活動

● 金融ＡＤＲ制度への対応、お問い合わせ窓口

● 「お客さま志向の業務運営方針 -お客さま志向自主宣言-」（全文）

お客さま対応品質検定

お客さま志向の取組状況や定着度合いを確認・検証するための指標（KPI）として、「お客さま数」「お客さま満足度」「企
業好感度」「従業員意識調査（お客さま志向に関する項目）」を設定し、定期的に結果を確認のうえ、公表しています。

■ お客さま志向の取組状況を確認する指標の設定

※KPI設定の考え方についてはＰ．06を、2019年度のKPIの状況についてはＰ．08を、それぞれご参照ください
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